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【事例】リースバック契約したが、家賃が値上げされ支払えない。退去を強要された！

不動産業者から長時間勧誘され、自宅マンションのリースバック契約をした。不動産業者か
らは「売却後もそのまま自宅に住み続けられる。家賃は毎月６万円である」と言われ、それな
ら払えると承諾した。
ところが３年後、家賃が突然１１万円と高額になった。不動産業者からは「３年経過後に家

賃が上がることはリースバック契約時に説明している。家賃が払えないのであれば、早急に退
去してほしい」と言われたが、契約時のことはよく覚えていない。自宅売却金はすでに生活費
に使ってしまい、これ以上家賃を払うのが大変難しい。今後どうしたらよいか…。

◆消費者へのアドバイス
①勧誘が迷惑だと思ったらきっぱり断り、今後勧誘しないように伝えましょう。
②自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません！
③売却後もそのまま住み続けたい場合、家賃を払い続けられるかよく確認しましょう。
④不動産業者や金融機関など複数の事業者から情報収集を行い、自分のライフプランに合った
条件や手法を比較・検討しましょう。
⑤不動産取引は複雑です。契約する前に家族等の信頼できる方に相談し、一人で対応しないよ
うにしましょう。
不安や不明な点があれば、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談してください。

　参考資料：相談実例と国民生活センター報道発表資料
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